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西宮市長     石 井 登志郎 様 

西宮市議会議長  山 田 ますと 様 

 

本報告書は、西宮市監査基準に準拠して行った、令和５年度第３回目

の監査の結果に関する報告です。地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査（財務事務

監査、工事等監査及び行政監査）を実施した部局等についての結果に関

する報告を、同条第 12 項の規定に基づき、合議により次のとおり決定

しましたので、同条第９項及び第 10 項の規定に基づき、意見を添えて

これを市長及び議会に提出します。 

なお、本監査における個別指摘事項について措置を講じられたときは、

同条第 14 項の規定に基づき、その旨を監査委員宛に報告していただく

必要があります。 

 

令和６年２月 13 日 

 

西宮市監査委員 石 原 俊 彦 

同    佐 竹 令 次 

同    板 戸 史 朗 

同    中 村 衣 里 
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凡    例 

 

１ 各表中の符号は、次のとおりである。 

   「０」「０．０」は、０又は単位未満のもの。 
   「△」は、減少・低下。 
   「－」は、算出不能・不要。 
 

２ 文中及び表中に用いている比率は、原則として小数点以下第２位を四捨五入してい

る。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合がある。 

 

３ 文中及び表中に用いている数値で、千円単位又は万円単位で表示しているものは、

単位未満を切り捨てている。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合が

ある。 

 

４ 原則として、｢第３ 監査の結果｣以降の文中の元号表記については「令和」を省略

し、表中については、全ての元号を省略している。 

 




































